
令
和
五
年
法
律
第
六
十
九
号

我
が
国
の
防
衛
力
の
抜
本
的
な
強
化
等
の
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条
）

第
二
章
　
財
政
投
融
資
特
別
会
計
財
政
融
資
資
金
勘
定
及
び
外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
か
ら
の
一
般
会
計
へ
の
繰

入
れ
（
第
二
条
・
第
三
条
）

第
三
章
　
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
及
び
独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
の
国
庫
納
付
金
の
納
付

の
特
例
（
第
四
条
・
第
五
条
）

第
四
章
　
防
衛
力
強
化
資
金
（
第
六
条―

第
十
三
条
）

第
五
章
　
防
衛
力
強
化
税
外
収
入
の
使
途
（
第
十
四
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

（
趣
旨
等
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
令
和
五
年
度
以
降
に
お
け
る
我
が
国
の
防
衛
力
の
抜
本
的
な
強
化
及
び
抜
本
的
に
強
化
さ

れ
た
防
衛
力
の
安
定
的
な
維
持
に
必
要
な
財
源
を
確
保
す
る
た
め
の
特
別
措
置
と
し
て
、
財
政
投
融
資
特
別
会
計

財
政
融
資
資
金
勘
定
か
ら
の
一
般
会
計
へ
の
繰
入
れ
の
特
例
に
関
す
る
措
置
及
び
外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
か
ら

の
一
般
会
計
へ
の
繰
入
れ
の
特
別
措
置
並
び
に
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
及
び
独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機

能
推
進
機
構
の
国
庫
納
付
金
の
納
付
の
特
例
に
関
す
る
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
防
衛
力
強
化
資
金
の
設
置
等

に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２
　
政
府
は
、
令
和
五
年
度
以
降
の
各
年
度
の
予
算
に
計
上
さ
れ
る
防
衛
力
整
備
計
画
対
象
経
費
の
額
が
令
和
四
年

度
の
当
初
予
算
に
計
上
さ
れ
た
防
衛
力
整
備
計
画
対
象
経
費
の
額
を
上
回
る
場
合
に
お
け
る
当
該
上
回
る
額
に
係

る
費
用
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
第
十
四
条
第
一
項
に
定
め
る
財
政
投
融
資
特
別
会
計
財
政
融
資
資
金
勘
定
及
び

外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
か
ら
の
一
般
会
計
へ
の
繰
入
金
並
び
に
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
及
び
独
立
行
政

法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
の
国
庫
納
付
金
並
び
に
同
条
第
二
項
に
定
め
る
国
有
財
産
の
処
分
に
よ
る
収
入
そ

の
他
の
租
税
収
入
以
外
の
収
入
（
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
「
防
衛
力
強
化
税
外
収
入
」
と
い
う
。
）
並
び
に
第

十
一
条
の
規
定
に
よ
る
防
衛
力
強
化
資
金
か
ら
の
受
入
金
を
確
保
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
前
項
に
規
定
す
る
防
衛
力
整
備
計
画
対
象
経
費
と
は
、
自
衛
隊
の
管
理
及
び
運
営
並
び
に
こ
れ
に
関
す
る
事
務

並
び
に
条
約
に
基
づ
く
外
国
軍
隊
の
駐
留
及
び
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
防
衛
援
助
協
定
の
規

定
に
基
づ
く
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
の
責
務
の
本
邦
に
お
け
る
遂
行
に
伴
う
事
務
に
関
す
る
も
の
と
し
て
各
年
度

の
一
般
会
計
予
算
（
防
衛
省
の
所
管
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
計
上
さ
れ
る
経
費
（
防
衛
省
が
行
う
情
報
シ
ス

テ
ム
の
整
備
及
び
管
理
に
関
す
る
事
業
に
必
要
な
経
費
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
庁
設
置
法
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
六

号
）
第
四
条
第
二
項
第
十
八
号
イ
の
規
定
に
よ
り
確
保
さ
れ
、
デ
ジ
タ
ル
庁
の
所
管
に
係
る
予
算
に
一
括
し
て
計

上
さ
れ
る
経
費
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
経
費
を
除
い
た
も
の
を
い
う
。

一
　
日
米
安
全
保
障
協
議
委
員
会
（
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
（
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
日
米
安
保
条
約
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
の

間
の
相
互
理
解
を
促
進
す
る
こ
と
に
役
立
つ
と
と
も
に
安
全
保
障
の
分
野
に
お
け
る
両
国
間
の
協
力
関
係
の
強

化
に
貢
献
す
る
よ
う
な
問
題
で
あ
っ
て
安
全
保
障
問
題
の
基
盤
を
な
す
も
の
の
う
ち
、
安
全
保
障
問
題
に
関
す

る
も
の
を
検
討
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
特
別
の
委
員
会
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
協
議
委
員
会
」

と
い
う
。
）
の
下
に
設
置
さ
れ
た
沖
縄
県
に
所
在
す
る
駐
留
軍
（
日
米
安
保
条
約
に
基
づ
き
日
本
国
に
あ
る
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
の
軍
隊
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
施
設
及
び
区
域
に
関
連
す
る
諸
問
題
を

検
討
す
る
た
め
の
特
別
行
動
委
員
会
に
お
い
て
取
り
ま
と
め
ら
れ
、
協
議
委
員
会
に
お
い
て
承
認
さ
れ
た
沖
縄

県
に
お
け
る
駐
留
軍
の
施
設
及
び
区
域
の
整
理
、
統
合
及
び
縮
小
並
び
に
沖
縄
県
に
お
け
る
駐
留
軍
の
運
用
の

方
法
の
調
整
方
策
に
係
る
計
画
及
び
措
置
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費

二
　
平
成
十
八
年
五
月
一
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
開
催
さ
れ
た
協
議
委
員
会
に
お
い
て
承
認
さ
れ
た
駐
留
軍
又
は
自

衛
隊
の
部
隊
又
は
機
関
の
編
成
、
配
置
又
は
運
用
の
態
様
の
変
更
（
当
該
変
更
が
航
空
機
（
回
転
翼
航
空
機
を

除
く
。
）
を
保
有
す
る
部
隊
の
編
成
又
は
配
置
の
変
更
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
航
空
機
を
搭
載
し
、

当
該
部
隊
と
一
体
と
し
て
行
動
す
る
艦
船
の
部
隊
の
編
成
又
は
配
置
の
変
更
を
含
む
。
）
に
関
し
て
政
府
が
講

ず
る
措
置
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費

三
　
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
百
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
国
賓
等
の
輸
送
の
用

に
主
と
し
て
供
す
る
た
め
の
航
空
機
の
取
得
に
要
す
る
経
費

第
二
章
　
財
政
投
融
資
特
別
会
計
財
政
融
資
資
金
勘
定
及
び
外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
か
ら
の
一
般
会
計
へ

の
繰
入
れ

（
財
政
投
融
資
特
別
会
計
財
政
融
資
資
金
勘
定
か
ら
の
一
般
会
計
へ
の
繰
入
れ
）

第
二
条
　
政
府
は
、
令
和
五
年
度
に
お
い
て
、
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
第
五

十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
財
政
投
融
資
特
別
会
計
財
政
融
資
資
金
勘
定
か
ら
、
二
千
億
円
を
限

り
、
一
般
会
計
の
歳
入
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
繰
入
金
は
、
財
政
投
融
資
特
別
会
計
財
政
融
資
資
金
勘
定
の
歳
出
と
し
、
当
該
繰
入
金
に

相
当
す
る
金
額
を
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
第
五
十
八
条
第
一
項
の
積
立
金
か
ら
同
勘
定
の
歳
入
に
繰
り
入
れ
る

も
の
と
す
る
。

３
　
前
項
に
規
定
す
る
繰
入
金
に
相
当
す
る
金
額
は
、
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
第
五
十
六
条
第
一
項
の
繰
越
利
益

の
額
か
ら
減
額
し
て
整
理
す
る
も
の
と
す
る
。

（
外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
か
ら
の
一
般
会
計
へ
の
繰
入
れ
）

第
三
条
　
政
府
は
、
令
和
五
年
度
に
お
い
て
、
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
外
国
為
替

資
金
特
別
会
計
か
ら
の
一
般
会
計
の
歳
入
へ
の
繰
入
れ
を
す
る
ほ
か
、
同
特
別
会
計
か
ら
、
一
兆
二
千
四
億
三
千

三
百
四
万
三
千
円
を
限
り
、
一
般
会
計
の
歳
入
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
繰
入
金
は
、
外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
の
歳
出
と
す
る
。

第
三
章
　
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
及
び
独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
の
国
庫
納
付
金
の

納
付
の
特
例

（
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
の
国
庫
納
付
金
の
納
付
の
特
例
）

第
四
条
　
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
は
、
令
和
五
事
業
年
度
に
つ
い
て
は
、
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
法

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平

成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
通
則
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
を
含
む
中
期
目
標
の
期
間
（
通
則
法
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定

す
る
中
期
目
標
の
期
間
を
い
う
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
積
立
金
と
し
て
整
理
さ
れ
た
金
額

の
う
ち
四
百
二
十
二
億
円
（
次
項
に
お
い
て
「
国
立
病
院
機
構
の
特
別
国
庫
納
付
金
額
」
と
い
う
。
）
を
令
和
六

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
国
立
病
院
機
構
の
特
別
国
庫
納
付
金
額
は
、
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
積
立
金
の
額
か
ら
減

額
し
て
整
理
す
る
も
の
と
す
る
。

（
独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
の
国
庫
納
付
金
の
納
付
の
特
例
）

第
五
条
　
独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
は
、
令
和
五
事
業
年
度
に
つ
い
て
は
、
独
立
行
政
法
人
地
域
医

療
機
能
推
進
機
構
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
通
則
法
第

四
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
を
含
む
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
積
立

金
と
し
て
整
理
さ
れ
た
金
額
の
う
ち
三
百
二
十
四
億
円
（
次
項
に
お
い
て
「
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
の
特
別
国

庫
納
付
金
額
」
と
い
う
。
）
を
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
の
特
別
国
庫
納
付
金
額
は
、
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
積
立
金
の

額
か
ら
減
額
し
て
整
理
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
章
　
防
衛
力
強
化
資
金

（
資
金
の
設
置
）

第
六
条
　
防
衛
力
の
抜
本
的
な
強
化
及
び
抜
本
的
に
強
化
さ
れ
た
防
衛
力
の
安
定
的
な
維
持
の
た
め
に
確
保
す
る
財

源
を
防
衛
力
の
整
備
に
計
画
的
か
つ
安
定
的
に
充
て
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
当
分
の
間
、
防
衛
力
強
化
資
金

（
以
下
「
資
金
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。

（
資
金
の
所
属
及
び
管
理
）

第
七
条
　
資
金
は
、
一
般
会
計
の
所
属
と
し
、
財
務
大
臣
が
、
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
管
理
す
る
。

（
資
金
へ
の
繰
入
れ
）

第
八
条
　
政
府
は
、
予
算
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
般
会
計
か
ら
資
金
に
繰
入
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

1



２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
繰
入
金
の
財
源
に
つ
い
て
は
、
防
衛
力
強
化
税
外
収
入
を
も
っ
て
充
て
る
。

（
資
金
に
充
て
る
財
源
）

第
九
条
　
資
金
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
繰
入
金
及
び
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
預
託
し
た
場
合
に
生
ず

る
利
子
を
も
っ
て
充
て
る
。

（
資
金
の
預
託
）

第
十
条
　
資
金
に
属
す
る
現
金
は
、
財
政
融
資
資
金
に
預
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
預
託
し
た
場
合
に
生
ず
る
利
子
は
、
資
金
に
編
入
す
る
も
の
と
す
る
。

（
資
金
の
使
用
）

第
十
一
条
　
資
金
は
、
防
衛
力
整
備
計
画
対
象
経
費
（
第
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
防
衛
力
整
備
計
画
対
象
経
費
を

い
う
。
第
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
財
源
に
充
て
る
場
合
に
限
り
、
予
算
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
資
金
の
経
理
）

第
十
二
条
　
資
金
の
受
払
い
は
、
歳
入
歳
出
外
と
し
、
そ
の
経
理
に
関
す
る
手
続
は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
。

（
資
金
の
増
減
に
関
す
る
計
画
表
及
び
実
績
表
）

第
十
三
条
　
財
務
大
臣
は
、
毎
会
計
年
度
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
資
金
の
増
減
に
関
す
る
計
画
表
（
次

項
に
お
い
て
「
計
画
表
」
と
い
う
。
）
及
び
資
金
の
増
減
に
関
す
る
実
績
表
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
実
績
表
」

と
い
う
。
）
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
内
閣
は
、
財
政
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
二
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
毎
会
計
年
度
の
予
算

を
国
会
に
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
々
年
度
の
実
績
表
並
び
に
前
年
度
及
び
当
該
年
度
の
計
画
表
を
添
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
内
閣
は
、
財
政
法
第
三
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
毎
会
計
年
度
の
歳
入
歳
出
決
算
を
会
計
検
査
院
に
送
付
す
る

場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
の
実
績
表
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
内
閣
は
、
財
政
法
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
毎
会
計
年
度
の
歳
入
歳
出
決
算
を
国
会
に
提
出
す
る
場

合
に
お
い
て
は
、
当
該
年
度
の
実
績
表
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
章
　
防
衛
力
強
化
税
外
収
入
の
使
途

第
十
四
条
　
令
和
五
年
度
に
お
け
る
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
財
政
投
融
資
特
別
会
計
財
政
融
資
資
金
勘
定
か
ら
の
一

般
会
計
へ
の
繰
入
金
及
び
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
か
ら
の
一
般
会
計
へ
の
繰
入
金
並
び

に
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
の
国
庫
納
付
金
及
び
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
独
立
行
政

法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
の
国
庫
納
付
金
は
、
防
衛
力
整
備
計
画
対
象
経
費
の
財
源
又
は
資
金
へ
の
繰
入
れ

の
財
源
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
収
入
の
ほ
か
、
令
和
五
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
、
国
有
財
産
の
処
分
に
よ
る
収
入
そ

の
他
の
租
税
収
入
以
外
の
収
入
で
あ
っ
て
国
会
の
議
決
を
経
た
範
囲
に
属
す
る
も
の
は
、
防
衛
力
整
備
計
画
対
象

経
費
の
財
源
又
は
資
金
へ
の
繰
入
れ
の
財
源
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
財
政
投
融
資
特
別
会
計
財
政
融
資
資
金
勘
定
の
健
全
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
）

第
二
条
　
令
和
五
年
度
か
ら
令
和
十
四
年
度
ま
で
の
間
、
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
繰
入
金
を
繰
り
入
れ
た
後

に
お
け
る
財
政
投
融
資
特
別
会
計
財
政
融
資
資
金
勘
定
の
健
全
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
に

は
、
予
算
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
第
五
十
八
条
第
一
項
の
積
立
金
か
ら
同
勘
定
の

歳
入
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
繰
入
金
に
相
当
す
る
金
額
は
、
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
第
五
十
六
条
第
一
項
の
繰
越
利
益

の
額
か
ら
減
額
し
て
整
理
す
る
も
の
と
す
る
。
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